
  

 

 

□秋の全国交通安全運動が始まります  

★ 9 月 21 日 (日 )から 30 日 (火 )まで★  

品 川 区 で は 、 警 視 庁 、 東 京 都 な ど 関 係 機 関 ・ 団 体

と 連 携 し て 、 交 通 安 全 運 動 を 実 施 し ま す 。 交 通 事 故

を 未 然 に 防 ぐ た め 、こ の 運 動 を 機 会 に 、家 庭 や 地 域 、

職 場 等 で 交 通 安 全 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。  

□自転車安全利用五則を守りましょう  

１  自 転 車 は 、 車 道 が 原 則 、 歩 道 は 例 外  

２  車 道 は 左 側 を 通 行  

３  歩 道 は 歩 行 者 優 先 で 、 自 転 車 は 車 道 寄 り を 徐 行  

４  安 全 ル ー ル を 守 る  

５  子 ど も は ヘ ル メ ッ ト を 着 用  

□道路交通法の一部を改正する法律が施行されました  

 自 転 車 利 用 者 に 関 す る 法 改 正 （ 平 成 2 5 年 1 2 月 1 日 施 行 ）  

１．路 側 帯 の 通 行 方 法  

     こ れ ま で 路 側 帯 は 双 方 向 に 通 行 で き ま し た が 、自 転 車 同 士 の 衝 突 や 接 触 事

故 の 危 険 性 が あ る た め 、自 転 車 な ど の 軽 車 両 が 通 行 で き る 路 側 帯 は 、道 路 の

左 側 に 設 け ら れ た 路 側 帯 に 限 ら れ る こ と に な り ま し た 。  

２．警 察 官 に よ る 自 転 車 の 検 査 な ど  

   死 亡・重 傷 事 故 を 引 き 起 こ す 危 険 性 が 高 い 制 動 装 置 不 良 自 転 車 の 運 転 を 防

止 す る た め 、警 察 官 が 基 準 に 適 合 し た ブ レ ー キ を 備 え て い な い と 認 め ら れ る

自 転 車 を 停 止 さ せ て 検 査 を 行 い 、応 急 の ブ レ ー キ 整 備 や 運 転 継 続 の 禁 止 を 命

令 で き る よ う に な り ま し た 。  

◎上 記 以 外 にも、改 正 された道 路 交 通 法 が施 行 されています。  

 

※ 各 警 察 署 を 中 心 に 、 様 々 な 交 通 安 全 啓 発 事 業 を 実

施 し て い ま す 。 事 業 の 実 施 予 定 や 交 通 事 故 を 防 ぐ ポ

イ ン ト 、 道 路 交 通 法 の 改 正 に 係 る 詳 細 に つ い て は 、

荏 原 警 察 署 の 交 通 課 に お 問 い 合 わ せ い た だ く か 、 警

視 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  
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